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救急救命士が研鑽的に行う生涯学習

• 消防機関に所属する救急救命士に対しては生涯教育と
して、一定時間の病院実習や、症例検討会・講習会等
への参加が規定され、実施状況が管理されている。

• 医療機関に勤務する救急救命士においても、特に救急
救命処置について最新の医学的な情報を得るとともに、
常に医療者としての自己研鑽を積むことが求められる。

• 医療機関内・外での講習会や勉強会等への参加、救急
隊員シンポジウム等の学術集会への参加を継続して実
行することが望ましい。

• また、医師の具体的指示のもと実施する救急救命処置
について、実施回数が少ない場合には一定の研修を受
けることが望ましい。
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消防機関における
救急救命士の資格を有する救急隊員の生涯教育

2年間で 128 時間以上の教育
⽇常的な教育体制（80 時間相当）＋病院実習（48 時間以上）

を組み合わせて実施する
消防庁「救急救命⼠の資格を有する救急隊員の再教育について」

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/201226kyu262.pdf 3



消防機関における救急業務に携わる職員の生涯教育の指針
Ver.１より

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento126_13_haihu5.pdf
消防庁「令和2年度救急業務のあり⽅に関する検討会報告書」

救急救命士から指導救命士へのレベルアップスキル各役割に応じた到達目標と基礎的な能力 
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指導的立場の救急救命士（指導救命士）
• 救急隊員の教育には指導救命⼠が中⼼的な役割を担う

消防庁「救急業務に携わる職員の ⽣涯教育の指針 Ver.１」

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento125_14_s
hishin.pdf
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医療機関に勤務する救急救命士の生涯学習・研修体制（例）

病院救命士業務開始

【各病院による新人研修】
業務手順、電子ｶﾙﾃ、診療報酬請求など

【救急救命処置実施前に受講する研修】

チーム医療・医療安全・感染対策

例）
生涯学習（民間救命士認定を目指す）
2年間で128時間の内容
・教育コースへの参加
・学術集会への参加

病院実習48時間を含む
・院内他部門での実習
・病院内他職種の実務見学 など

【院内の救急救命士に関する委員会による確認と認証】
病院救命士の処置の範囲・技術確認など
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【医療機関ごとに計画する教育の実施】

• ラダーシステムやチェックリスト等の活用
• 院内・外部の教育コースへの参加
• 学術集会への参加
• キャリアプランについても検討する



教育体制の例（クリニカルラダー）
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